
広島医療生活協同組合次世代育成支援対策行動計画  

  

従業員が仕事と家庭を両立させることができ、全ての従業員がその能力を充分に発揮できるようにする

ため、次のように行動計画を策定する。  

  

1. 計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 37 年 3 月 31 日 

2. 内容 

子育てを行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するための雇用環境の整備 

目標 1  男性の子ども出生時の特別休暇の取得を推進する 

〈対策〉 平成 27 年 4 月～ 制度の啓蒙のため周知する   

 目標２  男性の育児休業取得を促進するための措置を実施する 

 〈対策〉  平成 27 年 4 月～ 制度の啓蒙のため職場内 web で周知する 

 


